
 
うつくしま水田農業ビジョン通信 Vol.１０ 平成１７年１１月２８日 

平成１７年度第４回集落営農・

担い手支援担当者研修会の開催 

「任意組織としての集落営農の問

題点」 
・ 特定農業団体は全てが人格のない社

団ではないかとの判断例もある。 開催日時：平成１７年１１月２２日１０時

場所：パルセいいざか ・ オペレーター中心の運営、随意の出

役は農業者（農地権利者）の共同事

業（任意組合）としての性格が弱ま

る。 

員数：県内各ＪＡ担当者及び関係機関担当

者（２００名） 
最初に当中央会の永石技術常任参与によ

る「品目横断的経営所得安定対策の概要に

ついて」と題して、「経営所得安定対策等大

綱」を現場に合わせながら、今後の取組み

に対する、ポイントを具体例により解説し

ました。 

・ 構成員外から農作業を受託した場合

など、人格の無い社団として課税さ

れた例もある。 
これらのことから、集落営農組織（特

定農業団体等）を任意組合（構成員課税）

とするためには以下の対応策が考えられ

ます。 

 

対応策１ 
○ 集落営農組織が任意組合に基づいた

規約の整備と損益分配とする 
１）規約を任意組合を想定した内容とす

る。構成員資格を集落営農の地区内

の農業者に限定し、加入脱退では構

成員の持分等の承継の義務付け等加

入脱退の事実上の制限がある・総会

の決議は組合員総数の過半（総会の

出席者の過半ではなく）とする。 

講義１では森税理士による「集落営

農の運営と会計事務」と題して、 
国の大綱を受けての最新の情報が講義

されました。現在、集落営農に対しての

当面の取組みとして、任意組織を任意組

合（構成員課税）として適用させるため

の、手順とメリットについて説明された。

しかし、５年後には法人化の必要性があ

ることから、要件が整っているならば、

法人化が良いことをしめされました。 

２）損益分配は構成員において適正に申

告されること等が必要です。 
○ 規約の整備だけでなく、共同事業とし

ての運営の実態として、共同出役が望

ましい。機械の大型化により、オペレ

ーターに集中化し全く参加しない委

託者が出てくると駄目である。 特に任意組合の場合の注意点として任

意組合が人格のない社団と判断された場

合は法人課税がされることから、注意が

必要になります。 

○ 共同出役が難しい場合には⇒以下の

対応策２、３が考えられます。 
 

ＪＡグループ福島県域営農センター・福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 
（福島市飯坂町平野字三枚長１－１ ℡ ０２４－５５４－３０７２ Ｆａｘ０２４－５５４－６０２２） 

http://www.ja-fc.or.jp/tyuou/onchu/index.html 



対応策２： 
○ 集落営農組織をＬＬＰ（有限責任事

業 組 合 ） と し て 設 立 す る 。   

ＬＬＰと任意組合との共通点は・構成

員の契約による共同事業体であり構

成員課税であるが、相違点は責任が出

資額の範囲まで（有限責任）であるこ

とと組合契約の登記が必要になるこ

とです。しかし、ＬＬＰであったとし

ても共同事業性が確保されない場合

には人格のない社団と判断される可

能性もあります。しかも品目横断対策

要件として５年以内に法人化し、ＬＬ

Ｐは解散することになるため、登録免

許税・諸費用をかけての登記をしてま

でＬＬＰを設立することが得策かど

うかの判断が必要となります。これら

を総合して判断すると、ＬＬＰを採用

するのは得策ではないと思われます。 

  

交付金等から作業受託料金を控除して集

落営農組織に精算・必要に応じて「特定

農業団体」にする、２段階に分けた組織

体制とします。 
・ 受託者組織が「品目横断的経営安定

対策」の対象者になれます。 
 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
対応策３：  

 ○ 集落営農組織とは別に任意組合の受

託組織を設立する：  
 １階部分として集落営農組織として

位置付け：農地権利者全員で組織（入

り作者も含めたほうが良い）・共同事

業として行うため水管理畦畔管理作

業を農地面積に応じて分担（義務）・

基幹作業は受託組織に委託（外注）・

収益は農地面積に応じた配分（権利）

とします。 
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 ２階部分を受託組織として：受託者の

みで組織・出役作業時間に応じて賃金相

当額を仮払い・収益は出役作業時間に応

じた分配・受託販売代金や産地作り 

 

農用地利用改善団体(基礎） 

集落営農組織（１階） 

 
 

  



○受託組織を法人化へ  
※ 任意組合・ＬＬＰの経理について １階部分の集落営農組織を共同事業から

発見してから発展して利用調整組織としま

す（農用地利用改善団体を基礎部分として

組織）。集落営農組織は農用地利用改善団体

の構成員によって共同事業を営む契約関係

になります（両組織の構成員は同じになり

ます）。２階部分の受託組織を母体とした法

人化（株式会社等）をします。法人には受

託組織の構成員が役員や従業員として参加

します。場合によってはＪＡの出資も含め、

集落の構成員による持株会社という方法も

あります。 

 
・ 一元経理の必要性：組合を１事業体

として経理する（代表者名義で売渡

しと通帳管理）・賃金は一旦費用と

して経理 
・ 損益分配の具体的方法が必要：損益

の分配割合により所得（利益または

損失）を構成員に配分(所得税)、課
税売上・課税仕入れを分配（消費税）。

損益分配割合は組合契約によりま

す。 
 法人化の目安は組織の構成員の売上が１

千万円を超える（課税事業者に該当する その他： 
○ 任意組合の利益を内部留保する場合

は損益分配計算書により構成員に通

知することでよく、必ずしも現金で分

配する必要はありません。仕訳として

は任意組合側では資本金（又は長期預

り金）、構成員側では出資金（又は積

立金）とすることでよい。 

）頃が良いでしょう。法人組織から集落営

農組織が水管理畦畔管理を受託します。 
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○ 圃場毎の収益差を利益の配分に反映

させる場合には、収量の差を圃場管理

労働力の差と判断し構成員の割増賃

金としての追加支払が適当な方法で

す。 
※ 品目横断的経営安定対策を踏まえた集

落営農組織化にあたっての経理対応方

策としては、具体的な係数を用いながら

詳細な説明がされました。 
 
今後１２月中旬に全国農業常道組合中央会

より「手引書」が発行される計画です。 
 


